
【ひとり親家庭等医療費助成制度 所得制限限度額表】 

扶養親族等の数 
ひとり親家庭の母又は父 

及び養育者（孤児以外を養育） 

配偶者・扶養義務者 

及び養育者（孤児等を養育） 

０人 １９２万円 ２３６万円 

１人 ２３０万円 ２７４万円 

２人 ２６８万円 ３１２万円 

３人 ３０６万円 ３５０万円 

４人 ３４４万円 ３８８万円 

５人 ３８２万円 ４２６万円 

６人以上は、 

１人増えるごとに 
３８万円加算 ３８万円加算 

※この表により比較する所得額は、対象者の収入から給与所得控除額等を控除し、養育費

の８割相当額を加算した額から、８万円を控除した額です。 

※所得税法に規定する同一生計配偶者（７０歳以上の者に限る）、老人扶養親族又は特定扶

養親族等（同法に規定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族（１９歳未満の者に限る。）

をいう。）がある場合には、上記の額に次の額を加算した額 

（1）本人の場合 

  ア 同一生計配偶者（７０歳以上の者に限る）又は老人扶養親族１人につき１０万円 

  イ 特定扶養親族等１人につき１５万円 

（2）孤児等の養育者、配偶者及び扶養義務者の場合は、老人扶養親族１人につき（当該老

人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち１人を除いた

老人扶養親族１人につき）６万円 

【所得控除額一覧】 

種類 控除額 

雑損・医療費・小規模企業共済等掛金・ 

配偶者特別控除 
控除相当額 

障害者・寡婦（夫）・勤労学生 ２７万円 

特別障害者控除 ４０万円 

寡婦の特例該当者控除 ３５万円 

※寡婦（夫）控除は、母又は父の所得額から控除しません。（配偶者、扶養義務者及び養育

者が対象となります。） 


